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１. はじめに 

 インドにおいて特許を受けることができる発明には、コンピュータ関連発明も含まれていま

す。しかしながら、インド特許法第 3 条(k)には、「数学的方法、ビジネス方法、コンピュータ・

プログラムそれ自体、又は、アルゴリズム」が特許を受けることできない発明として規定されて

います。 

 

 インドにおけるコンピュータ関連発明に関し、どのように審査が行われるかについて

は、”Manual of Patent Practice and Procedure”及び”Guidelines for Examination of Computer 

Related Inventions (CRIs)“に記載されています。 

 

 このたび、2015年 8月 21日に、”Guidelines for Examination of Computer Related Inventions 

(CRIs)“が改訂され、直ちに効力を発しています。この改訂版に基づいて、コンピュータ関連発

明の審査実務上留意すべき事項について以下に説明します。 
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